
CCUSの能力評価等を活用した処遇改善の取組例

〇西松建設（東京）
協力会社の技能者を対象に、ＣＣＵＳレベルを考慮し認定される優良技能者制度を導入。
認定された役職に応じ、ＣＣＵＳの就労履歴の日数に基づき算出される手当を支給。

協力会社の技能者を対象に、CCUSレベルと独自の評価制度を
組み合わせ手当を支給。

②大和ハウス工業（大阪）

協力会社の技能者について、CCUSに登録している場合は、建退共掛金を全額負担。

①谷脇組（北海道）
自社の技能者を対象に、CCUSレベルに応じた「キャリアアップ
手当」を支給。

４．建退共掛金負担

３．昇給・昇格の要件として活用

２．独自の評価・手当制度の要件等として活用１．レベルに応じた手当支給

〇竹中工務店

※役職認定には、CCUSレベルのほか、 資格や表彰実績等も考慮。

〇フクザワコーポレーション（長野）

自社の技能者の昇格基準として、CCUS
レベルを設定。

（役職制度）

（昇格基準）

（手当制度）

〇三井住友建設
等

（月額）

【その他実施している企業】
鴻池組、東急建設 等

③松井建設（東京）

〇仙建工業

【その他実施している企業】
清水建設、鹿島建設、奥村組、熊谷組、松村組、竹中土木、
大成建設、長谷工コーポレーション、富士ピー・エス、村本建設 等

一定回数以上CCUSへ就業履歴を蓄積した技能者を対象に、
ＣＣＵＳレベルに応じて報奨金を支給（四半期毎）。

【その他実施している企業】
岡庭建設 等

〇矢作建設工業
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